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工事後のモニタリング計画の見直しについて 

 

１ 見直しの目的 

モニタリングデータの蓄積、地元の要望、特定支障除去等実施計画の変更を踏まえ、より効果的か

つ効率的なモニタリング計画とする。 

特に、処分場内廃棄物により汚染された浸透水等の地下水への拡散又はそのおそれの把握に係るモ

ニタリングについては、処分場下流側地下水の監視の強化を図る。 

 

２ 見直しの概要(ｐ５参照) 

（１）大気調査 

現在の調査項目(４６項目)のうち、塩化メチル等３３項目を削除 

 

（２）硫化水素連続調査 

調査地点を現在の３地点から２地点に縮小 

 

（３）放流水水質調査 

現在の調査項目のうち、カドミウム等１７項目を削除 

 

（４）河川水水質調査 

① 現在の調査項目のうち、カドミウム等１７項目を削除 

② アンモニアを調査項目に追加 

 

（５）浸透水・地下水水質調査 

① 地下水については、現在の調査項目のうち、カドミウム等１７項目を削除 

② 浸透水調査地点を現在の９地点から１０地点に拡大(下流側１地点追加) 

③ 地下水調査地点を現在の４地点から８地点に拡大(下流側４地点追加) 

④ アンモニア、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を調査項目に追加 

 

（６）発生ガス等調査 

① 発生ガス調査地点を現在の１１地点から１６地点に拡大(噴出防止工で新設するガス抜き管４

本及び下流側１地点追加) 

② 浸透水調査地点を現在の１１地点から１２地点に拡大(下流側１地点追加) 

 

（７）下流地下水状況調査 

調査地点を現在の２地点から６地点に拡大 

 

（８）地中温度調査 

調査地点を現在の１４地点から１９地点に拡大 
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（９）地下水位調査 

調査地点を現在の１４地点から１９地点に拡大 

 

（１０）多機能性覆土調査 

調査回数を現在の年４回から年１回に縮小 

 

（１１）バイオモニタリング 

ＯＥＣＤ等の定める試験方法と比較することにより、ＡＯＤ試験が妥当な方法であることを明ら

かにすることが望ましい。 

 

３ 下流側地下水モニタリング地点等の増設 

ｐ３のとおり 

 

４ 見直しの時期 

２の見直し内容は、原則として平成 26年度のモニタリング計画に適用させることとするが、観測

井戸の設置及び水位計の設置等予算措置や一定の準備期間が必要なものについては、優先度の高いも

のから順次対応するものとする。 

 

５ 関係基準等の改正への対応 

廃棄物処理法に基づく規制基準及び地下水環境基準等の関係基準の改正により新たな項目に基準

値が設定されたときは，モニタリング計画に反映させることとする。 
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下流側地下水モニタリング地点等の増設について 

 

１ モニタリング区域(ｐ４参照) 

（１）処分場入口付近(地下水①，地下水②) 

処分場入口付近からの場外浸出，処分場南側を通じての浸出を監視するため、この区域にモニタ

リング地点を２地点設置してモニタリングを実施する。 

この区域は、処分場の最下流部にあたり、地下水汚染の監視区域として特に重要であることから、

優先して対応する。 

 

（２）東側排水路付近(地下水③，地下水④) 

東側排水路付近からの場外浸出を監視する区域とし，その区域にモニタリング地点を２地点設置

してモニタリングを実施する。 

 

（３）埋立区域の下流側末端付近(浸透水①) 

廃棄物層内汚染物質の移動状況を把握するため，この区域にモニタリング地点を１地点設置して

モニタリングを実施する。 

 

２ 観測井戸の設置場所の選定 

モニタリング区域内における観測井戸の具体的な設置場所は、村田町及び土地所有者の意向等を踏

まえて選定する。 

 

３ 観測井戸のストレーナーの位置 

新たに設置する観測井戸のストレーナーの位置は、ボーリング調査で得られる地質、透水性のデー

タを踏まえて決める。 

ボーリング調査の結果、深度の異なる地層の地下水を区別して調査する必要があるときは、観測井

戸を複数設置する。 

 

４ 既設井戸の活用 

モニタリング区域には過去に設置した井戸があるので、可能な限りこれを活用してモニタリングを

行う。
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調査目的 調査名 調査項目 調査地点数 調査箇所 調査頻度等 

生活環境保全上の
支障の有無の把握 

大気環境調査 

大気環境基準項目 
指針値設定項目 

塩化ﾋﾞﾆﾙ，1,3-ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ，ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ，ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ，ｸﾛﾛﾎﾙﾑ，1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ，ﾍﾞﾝｾﾞﾝ，ﾄﾘｸ
ﾛﾛｴﾁﾚﾝ，ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ，水銀及びその化合物 

２地点 
処分場内 
村田町役場 

年４回 

その他項目 

硫化水素，塩化ﾒﾁﾙ，塩化ｴﾁﾙ，1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ，1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ，ﾌﾚｵﾝ 12，ﾌﾚｵﾝ 114，
臭化ﾒﾁﾙ，ﾌﾚｵﾝ 11，ﾌﾚｵﾝ 113，四塩化炭素，ﾄﾙｴﾝ，ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ，p,m-ｷｼﾚﾝ，o-ｷｼﾚﾝ，ｽﾁ
ﾚﾝ，1,3,5-ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ，1,2,4-ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ，1,4-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ，ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ，ﾒﾀﾝ，
ｱﾝﾓﾆｱ 
ｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ，ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ，1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ，塩化ﾋﾞﾆﾘﾃﾞﾝ，1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ，ｼｽ-1,3-
ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ，ﾄﾗﾝｽ-1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ，1,2-ｼﾞﾌﾞﾛﾓｴﾀﾝ，1,1,2,2-ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾀﾝ，1,3-ｼﾞｸ
ﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ，1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ，1,2,4-ﾄﾘｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ，ﾍｷｻｸﾛﾛ-1,3-ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ，ｴﾀﾝ 

年１回 

硫化水素連続調査 硫化水素，風向，風速 ３２地点 
処分場内敷地境界１ 
処分場内敷地境界２ 
村田第ニ中学校 

通年 
（２４時間連続） 

放流水水質調査 
排水基準項目 

総水銀，鉛，有機ﾘﾝ，六価ｸﾛﾑ，ﾋ素，1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ，ﾍﾞﾝｾﾞﾝ，1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ，ﾎｳ素，ﾌｯ
素，ｱﾝﾓﾆｱ等(ｱﾝﾓﾆｱ，ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物，亜硝酸化合物及び硝酸化合物)，pH，BOD，浮遊物
質量，ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ(鉱油)，ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ(動植物油)，ﾌｪﾉｰﾙ含有量，銅含有量，亜鉛含有量，
溶解性鉄含有量，溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量，ｸﾛﾑ含有量，大腸菌群数 

１地点 放流水採取地点 

年４回 

ダイオキシン類 年２回 

ｱﾙｷﾙ水銀，ｶﾄﾞﾐｳﾑ，ｼｱﾝ，PCB，ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ，ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ，ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ，四塩化炭素，1,1-
ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ，ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ，1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ，1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ，1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ，
ﾁｳﾗﾑ，ｼﾏｼﾞﾝ，ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ，ｾﾚﾝ 

年１回 

その他項目 塩化物ｲｵﾝ，硫酸ｲｵﾝ，電気伝導率，透視度，水温，流量，無機体炭素，D0 年４回 

河川水水質調査 

環境基準健康項目 

鉛，六価ｸﾛﾑ，砒素，総水銀，1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ，ﾍﾞﾝｾﾞﾝ，硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素，
ﾎｳ素，ﾌｯ素，1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 

２地点 
荒川上流 
荒川下流 

年４回 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ，全ｼｱﾝ，ｱﾙｷﾙ水銀，PCB，ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ，四塩化炭素，1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ，ｼｽ-1,2-ｼﾞ
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ，1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ，1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ，ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ，ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ，1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾝ，ﾁｳﾗﾑ，ｼﾏｼﾞﾝ，ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ，ｾﾚﾝ 

年１回 

環境基準生活環境
項目 

pH，BOD，浮遊物質量，DO，大腸菌群数 

年４回 
その他項目 

塩化物イオン，硫酸イオン，電気伝導率，透視度，水温，流量，無機体炭素，ｱﾝﾓﾆｱ(ｱ
ﾝﾓﾆｱ，ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物) 

バイオモニタリング 
AOD試験*1による半数致死濃度 
（*1:水族環境診断法：Aquatic Organisms evironment Diagnostics) 

２地点 
荒川上流 
荒川下流 

年４回 

処分場内廃棄物に
より汚染された浸
透水等の地下水の
拡散又はそのおそ
れの把握 

浸透水及び地下水水質
調査 

地下水等検査項目 

総水銀，鉛，六価ｸﾛﾑ，ﾋ素，1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ，ﾍﾞﾝｾﾞﾝ，1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ，塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ 

 
１３１８地点 

浸透水 ９１０地点 
No3，No5 
H16-3，H16-5，H16-6 
H16-10，H16-11，H16-13，H17-15，下流側１地点 
 
地下水 ４８地点 
Loc1A，Loc1B，Loc3 
H17-19，下流側４地点 

年４回 

ｱﾙｷﾙ水銀，ｶﾄﾞﾐｳﾑ，全ｼｱﾝ，PCB，ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ，ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ，ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ，四塩化炭素，1,1-
ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ，1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ，1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ，1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ，1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ，ﾁ
ｳﾗﾑ，ｼﾏｼﾞﾝ，ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ，ｾﾚﾝ 

年１回 
(浸透水のみ) 

その他項目 

BOD，水温，pH，電気伝導率，酸化還元電位，塩化物イオン，硫酸イオン，浮遊物質量，
ﾎｳ素，ﾌｯ素，重炭酸イオン，硫化物イオン，ｱﾝﾓﾆｱ(ｱﾝﾓﾆｱ，ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物)，硝酸性窒
素及び亜硝酸性窒素 

年４回 

ダイオキシン類 年２回 

処分場内の状況把
握 

発生ガス等調査 
発生ガス 

発生ｶﾞｽ量，ﾒﾀﾝ，二酸化炭素，硫化水素，酸素，孔内温度（管頭下１ｍ），気象（気
温，気圧） 

１１１６地点 
No3，No5，H16-3，H16-5，H16-6，H16-10，H16-11，H16-13 
H17-15，7-2, 7-4 
ガス抜き設備２箇所（４本），下流側１地点 

月１回 浸透水 電気伝導率，酸化還元電位，塩化物イオン，硫酸イオン，透視度，水温，水位，ｐＨ １１１２地点 
No3，No5，H16-3，H16-5，H16-6，H16-10，H16-11，H16-13 
H17-15，7-2, 7-4，下流側 1地点 

下流地下水状況調査 電気伝導率，酸化還元電位，塩化物イオン，硫酸イオン，透視度，水温，水位，ｐＨ ２６地点 Loc1A，Loc1B，下流側４地点 

放流水状況調査 電気伝導率，酸化還元電位，塩化物イオン，硫酸イオン，透視度，水温，ｐＨ １地点 放流水採取地点 

地中温度調査 鉛直方向１ｍ毎の温度，帯水域の温度 

１４１９地点 

廃棄物埋立区域内 ９１０地点 
No3，No5 
H16-3，H16-5，H16-6 
H16-10，H16-11，H16-13 
H17-15，下流側１地点 
 
廃棄物埋立区域外 ５９地点 
Loc1A，Loc1B，Loc3，Loc4 
H17-19，下流側４地点 

年４回 

地下水位調査 地下水位，降雨量 
通年 

（１時間毎） 

多機能性覆土状況調査 
硫化水素 

２６地点 

多機能性覆土施工箇所１３地点 
A-1，A-2，A-3，A-4，A-5，A-6 
B-1，B-2，B-3，B-4，B-5，B-6，B-7 
 
多機能性覆土隣接地等１３地点 

年４１回 

地表ガス調査 ５地点 
平成 22年度表層ガス調査において、比較的高いガス濃
度の硫化水素が検出された地点 

工事後のモニタリング計画一覧表 


